
「震災伝承施設」 追加登録施設概要

資料１－③

１． 【岩手県】 大船渡市魚市場〔第３分類〕

■所在地：岩手県大船渡市大船渡町字永沢２０９

■管理者：大船渡魚市場株式会社

■施設概要

○大船渡市魚市場は、東日本大震災の津波により壊滅的な被害を受けながらも、約

２ヶ月後の５月から営業を再開し、復興のシンボルとして市民を支えてきた。

○平成２６年４月に完成した新大船渡市魚市場の３階展示室で東日本大震災津波の

来襲前後の大船渡市の様子や水産業の被災から復興までの軌跡を写真や映像等

により紹介し、震災の記憶や教訓を伝承している。

分類

施設の特徴

震災伝承 訪問しやすさ 理解しやすさ

第3分類 ○ 〇 〇

ながさわ



２． 【岩手県】陸前高田市立博物館〔第３分類〕

■施設概要
○陸前高田市の自然・歴史・文化を、震災の記憶とともに未来へ伝える展示を行って

いる。
○「宿命とともに生きる」や「よみがえる博物館」のコーナーでは、過去の津波の歴史と

教訓、被災した文化財の救出、資料再生の過程を展示パネルやビデオ映像で紹介。

■所在地：岩手県陸前高田市高田町字並杉300番地１
■管理者：陸前高田市立博物館

分類

施設の特徴

震災伝承 訪問しやすさ 理解しやすさ

第3分類 ○ 〇 〇

なみすぎ

３． 【岩手県】タピック４５（旧道の駅高田松原）〔第３分類〕

■施設概要
○東日本大震災で高さ約１３．７ｍの津波の被害を受けたタピック４５（旧道の駅高田松原）

は「津波の威力を伝える遺構」として、崩壊した事務室などを被災当時のまま残されてい
る。

○高田松原津波復興祈念公園パークガイドの同伴を条件に内部の見学が可能。
○今回の登録により岩手第１－０２６号（第１分類）が欠番になる。

■所在地：岩手県陸前高田市高田町字古川28-5 
■管理者：陸前高田市

分類

施設の特徴

震災伝承 訪問しやすさ 理解しやすさ

第3分類 ○ 〇 〇



■所在地：岩手県陸前高田市気仙町字小渕２０２
■管理者：陸前高田市

４． 【岩手県】 気仙中学校〔第３分類〕
おぶち

■施設概要
○東日本大震災で３階近くに達する津波の被害を受けた旧気仙中学校は「防災教育の重

要性を伝える遺構」として、被災当時のまま残されている。
○高田松原津波復興祈念公園パークガイドの同伴を条件に内部の見学が可能。
○今回の登録により岩手第１－０２８号（第１分類）が欠番になる。

分類

施設の特徴

震災伝承 訪問しやすさ 理解しやすさ

第3分類 ○ 〇 〇

５． 【岩手県】大船渡市防災学習館〔第２分類〕

■施設概要
○東日本大震災津波の記憶や教訓の伝承と共に、土砂災害や風水害など、災害全般

に対する備えについて総合的に学習する施設。震災当時、避難所として使用された
施設を一部改修し開館。

○大船渡市の津波被害の歴史や東日本大震災時の避難生活、支援の様子及び復興の
歩みのほか、風水害や土砂災害等への備えなどを展示パネルで紹介。

■所在地：岩手県大船渡市赤崎町字山口80－38 漁村センター内

■管理者：赤崎地区公民館

分類

施設の特徴

震災伝承 訪問しやすさ 理解しやすさ

第2分類 ○ 〇 －



６． 【岩手県】震災伝承看板「津波の教訓を活かした粘り強い防波堤
（大船渡港湾口防波堤）」〔第２分類〕

■施設概要
○大船渡港では、湾口防波堤や岸壁などの港湾施設が数多く被災した。

○湾口防波堤による津波減災効果と被災後に創意工夫を施し復旧されたことが
学べる看板を設置。

分類
施設の特徴

震災伝承 訪問しやすさ 理解しやすさ

第2分類 ○ 〇 ー

■所在地：岩手県大船渡市大船渡町笹崎 サン・アンドレス公園 展望台3階

■管理者：岩手県 沿岸広域振興局 土木部 大船渡土木センター

ささざき

７． 【岩手県】陸前高田市東日本大震災追悼施設〔第２分類〕

■施設概要
○東日本大震災で犠牲になった陸前高田市民等を追悼する施設。
○施設の刻銘碑には遺族が刻銘に同意した市民等1709名の名前が刻まれている。

■所在地：岩手県陸前高田市高田町字並杉300－1

■管理者：陸前高田市

分類
施設の特徴

震災伝承 訪問しやすさ 理解しやすさ

第2分類 ○ 〇 ー

なみすぎ



８． 【岩手県】震災伝承看板「救援ルートを切り啓いた「くしの歯作戦」
（陸前高田市）」〔第２分類〕

■施設概要
○陸前高田市では、津波によるがれきが散乱し通行不可となった国道340号と

国道45号について、震災直後に立案された「くしの歯作戦」のもと道路啓開が行われた。
○地元建設業者、国、自治体等関係者らが一丸となって行った道路啓開の

当時の取り組みについて学べる看板を設置。

■所在地：岩手県陸前高田市高田町字曲松地内
■管理者：陸前高田市

まがりまつ

分類
施設の特徴

震災伝承 訪問しやすさ 理解しやすさ

第2分類 ○ 〇 ー

９． 【宮城県】 女川いのちの広場（東日本大震災伝承モニュメント）
〔第２分類〕

■所在地：宮城県牡鹿郡女川町黄金3番10
■管理者：一般社団法人健太いのちの教室
■施設概要
○津波の犠牲になった12名の慰霊・伝承モニュメント。
○震災を知らない人への伝承、災害から命を守ることを考える必要性を伝える。

こがね

分類
施設の特徴

震災伝承 訪問しやすさ 理解しやすさ

第2分類 ○ 〇 ー



１０． 【福島県】 南相馬市メモリアルパーク〔第２分類〕

■施設概要
○「震災の記憶を後世に伝承していく場所」、「鎮魂及び慰霊の場として海を眺めること

ができる高台」として整備。
○津波到達高さを表示したモニュメント、東日本大震災で犠牲となった方の記銘碑を設置。

じぞうどうきたいずみ

■所在地：福島県南相馬市原町区北泉字地蔵堂地内
■管理者：南相馬市

分類
施設の特徴

震災伝承 訪問しやすさ 理解しやすさ

第2分類 ○ 〇 ー

「震災伝承施設」の登録状況

■登録状況

施設数
（件）

分類の内訳

第３分類 第２分類 第１分類

青森県内 11  【±0】 1 【±0】 5  【±0】 5 【±0】

岩手県内 126 【+6】 22  【+4】 34  【+4】 70   【ｰ2】

宮城県内 137 【+1】 29  【±0】 35  【+1】 73   【±0】

（うち仙台市） （22） 【±0】 （4） 【±0】 （8） 【±0】 （10） 【±0】

福島県内 43 【+1】 13  【±0】 25  【+1】 5   【±0】

合計 317 【+8】 65  【+4】 99  【+6】 153   【ｰ2】

令和５年１月３１日時点

【 】内：令和４年１０月１日時点からの差


